
① 「自動車リコール制度に関する建議」（平成 22 年 8 月 27 日）

② 「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議」（平成 22 年 12 月 17 日）

③ 「地方消費者行政の活性化に向けた対応策についての建議」（平成 23 年 4 月 15 日）

④ 「マンションの悪質な勧誘の問題に関する建議」（平成 23 年 5 月 13 日）

⑤ 「消費者安全行政の抜本的強化に向けた対応策についての建議」（平成 23 年 7 月 22 日）

⑥ 「住宅リフォームに関する消費者問題への取組についての建議」（平成 23 年 8 月 26 日）

⑦ 「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」（平成 23 年 12 月 21 日）

⑧ 「公共料金問題についての建議」（平成 24 年 2 月 28 日）

⑨ 「地方消費者行政の持続的な展開とさらなる充実・強化に向けた支援策についての建議」

（平成 24 年 7 月 24 日）

⑩ 「「健康食品」の表示等の在り方に関する建議」（平成 25 年 1 月 29 日）

⑪ 「消費者事故未然防止のための情報周知徹底に向けた対応策についての建議」

（平成 25 年 2 月 12 日）

⑫ 「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議」（平成 25 年 8 月 6 日）

⑬ 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」（平成 25 年 8 月 6 日）

⑭ 「クレジットカード取引に関する消費者問題についての建議」（平成 26 年 8 月 26 日）

⑮ 「教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用に関する建議」（平成 26 年 11 月 4 日）

⑯ 「美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」（平成 27 年 7 月 7 日）

⑰ 「電子マネーに関する消費者問題についての建議」（平成 27 年 8 月 18 日）

⑱ 「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議」（平成 27 年 8 月 28 日）

⑲ 「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての

建議」（平成 28 年 4 月 12 日）

⑳ 「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」(平成 29 年 1 月 31 日)

内閣府消費者委員会の活動実績（平成 21年９月～平成 29年８月 29 日現在） 

建議 ２０件 
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参考資料３



 
 
 

(1) 「地方消費者行政の充実強化に向けて」（平成 21 年 12 月 14 日） 
(2) 「消費者基本計画策定に向けての意見」（平成 22 年 3 月 3 日） 
(3) 「消費者基本計画の検証・評価・監視についての視点」（平成 22 年 3 月 25 日） 
(4) 「未公開株等投資詐欺被害対策について（提言）」（平成 22 年 4 月 9 日） 
(5) 「消費者安全法に基づく国会報告について今後重視されるべき基本的視点」（平成 22 年 6 月 25 日） 
(6) 「こんにゃく入りゼリーによる窒息事故への対応及び食品の形状・物性面での安全性についての法

整備に関する提言」（平成 22 年 7 月 23 日） 
(7) 「決済代行業者を経由したクレジットカード決済によるインターネット取引の被害対策に関する提

言」（平成 22 年 10 月 22 日） 
(8) 「「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」に関する意見」 

（平成 23 年 3 月 4 日） 
(9) 「公益通報者保護制度の見直しについての意見」（平成 23 年 3 月 11 日） 
(10) 「消費者基本計画の平成 22 年度の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しについての意見」

（平成 23 年 6 月 10 日） 
(11) 「消費者行政体制の一層の強化について－「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスク

フォース」中間整理についての意見－」（平成 23 年 6 月 10 日） 
(12) 「「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」に関する意見」 

（平成 23 年 6 月 24 日） 
(13) 「「国民生活センターの在り方の見直し」に関する検討についての意見」（平成 23 年 7 月 15 日） 
(14) 「原料原産地表示拡大の進め方についての意見」（平成 23 年 8 月 12 日） 
(15) 「特定保健用食品の表示許可制度についての提言」（平成 23 年 8 月 12 日） 
(16) 「「健康食品の表示の在り方」に関する中間整理」（平成 23 年 8 月 23 日） 
(17) 「集団的消費者被害救済制度の今後の検討に向けての意見」（平成 23 年 8 月 26 日） 
(18) 「個人情報保護制度について」（平成 23 年 8 月 26 日） 
(19) 「消費者契約法の改正に向けた検討についての提言」（平成 23 年 8 月 26 日） 
(20) 「貴金属等の訪問買取り被害抑止と特定商取引法改正についての提言」（平成 23 年 11 月 11 日） 
(21) 「「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」中間取りまとめ（座長試案）についての

意見」（平成 23 年 12 月 2 日） 
(22) 「「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」に関する意見」 

（平成 24 年 2 月 14 日） 
(23) 「消費者基本計画の平成 23 年度の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見」 

（平成 24 年 3 月 27 日） 
(24) 「住宅用太陽光発電システムの販売等に係る消費者問題についての提言」 

（平成 24 年 3 月 27 日） 
(25) 「違法ドラッグ対策に関する提言」（平成 24 年 4 月 24 日） 

建議以外の意見表明（提言、意見等）７9 件 
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(26) 「委員長声明―家庭用電気料金値上げに係る認可申請についてー」（平成 24 年 5 月 10 日） 
(27) 「消費者基本計画の改定素案（平成 24 年 4 月）等に対する意見」（平成 24 年 5 月 29 日） 
(28) 「「健康食品の表示等の在り方」に関する考え方～健康食品の利用者アンケートの分析結果を踏まえ

て～」（平成 24 年 6 月 5 日） 
(29) 「「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」に関する意見」 

（平成 24 年 6 月 12 日） 
(30) 「東京電力の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する消費者委員会としての現時点の考え方」 

（平成 24 年 6 月 19 日） 
(31) 「東京電力の家庭用電気料金の値上げ認可申請に対する意見」（平成 24 年 7 月 13 日） 
(32) 「医療機関債に関する消費者問題についての提言」（平成 24 年 9 月 4 日） 
(33) 「電気通信事業者の販売勧誘方法の改善に関する提言」（平成 24 年 12 月 11 日） 
(34) 「消費者教育の推進に関する基本方針の策定に向けた意見」（平成 24 年 12 月 25 日） 
(35) 「消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見」 

（平成 25 年 2 月 26 日） 
(36) 「関西電力及び九州電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見につい

て」（平成 25 年 3 月 19 日） 
(37) 「消費者基本計画の改定素案（平成 25 年 4 月）等に対する意見」（平成 25 年 5 月 28 日） 
(38) 「消費者白書」及び「消費者安全法に基づく国会報告」への意見（平成 25 年 6 月 25 日） 
(39) 「公益通報者保護制度に関する意見～消費者庁の実態調査を踏まえた今後の取組について～」 

（平成 25 年 7 月 23 日） 
(40) 「東北電力及び四国電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見につい

て」（平成 25 年 7 月 30 日） 
(41) 「公共料金問題に関する提言～公共料金等専門調査会報告を受けて～」（平成 25 年 7 月 30 日） 
(42) 「北海道電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について」 

（平成 25 年 7 月 31 日） 
(43) 「インターネットを通じた消費者の財産被害問題に関する消費者委員会としての現時点の考え方」 

（平成 25 年 8 月 27 日） 
(44) 「商品先物取引における不招請勧誘禁止規制に関する意見」（平成 25 年 11 月 12 日） 
(45) 「消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会の意見について」 

（平成 25 年 11 月 19 日） 
(46) 「「食品表示等適正化対策」に対する意見」（平成 25 年 12 月 17 日） 
(47) 「消費税率の引上げに伴うＪＴのたばこ小売価格の改定案に関する消費者委員会の意見について」 

（平成 26 年 2 月 18 日） 
(48) 「消費税率の引上げに伴う鉄道運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について」 

（平成 26 年 2 月 18 日） 
(49) 「消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について」 

（平成 26 年 2 月 18 日） 
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(50) 「消費税率の引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する消費者委員会の意見

について」（平成 26 年 2 月 18 日） 
(51) 「クラウドファンディングに係る制度整備に関する意見」（平成 26 年 2 月 25 日） 
(52) 「消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見」 

（平成 26 年 2 月 25 日） 
(53) 「中部電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について」 

（平成 26 年 4 月 8 日） 
(54) 「商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」（平成 26 年 4 月 8 日） 
(55) 「適格機関投資家等特例業務についての提言」（平成 26 年 4 月 22 日） 
(56) 「消費者基本計画の改定素案（平成 26 年５月）等に対する意見」（平成 26 年 5 月 27 日） 
(57) 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に関する意見」（平成 26 年 7 月 15 日） 
(58) 「いわゆる名簿屋等に関する今後検討すべき課題についての意見」（平成 26 年 9 月 9 日） 
(59) 「北海道電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について」 

（平成 26 年 10 月 7 日） 
(60) 「次期消費者基本計画の素案（平成 27 年 2 月）等に対する意見」（平成 27 年 2 月 17 日） 
(61) 「関西電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について」 

（平成 27 年 5 月 8 日） 
(62) 「「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金

指数の設定」等に関する消費者委員会の意見」（平成 27 年 6 月 16 日） 
(63) 「消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画行程表の改定に向けての意見」 

（平成 28 年 2 月 24 日） 
(64) 「東京電力による電気料金値上げ後のフォローアップに関する消費者委員会意見について」 

（平成 28 年 4 月 26 日） 
(65) 「「電力小売自由化について注視すべき論点」に関する消費者委員会意見」（平成 28 年 5 月 17 日） 
(66) 「消費者基本計画行程表の改定素案（平成 28 年 4 月）に対する意見」（平成 28 年 5 月 24 日） 
(67) 「若年層を中心とした消費者教育の効果的な推進に関する提言」（平成 28 年 6 月 28 日） 
(68) 「消費者庁等における各種試行を踏まえた今後の取組に関する意見」（平成 28 年 8 月 23 日） 
(69) 「スマホゲームに関する消費者問題についての意見～注視すべき観点～」（平成 28 年 9 月 20 日） 
(70) 「一般乗用旅客自動車運送事業(東京都特別区・武三地区)の運賃組替え案に関する消費者委員会意見」 

（平成 28 年 12 月 6 日） 
(71) 「「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについて

の建議」の実施報告に対する意見」（平成 29 年 1 月 17 日） 
(72) 「消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画工程表の改定に向けての意見」 

（平成 29 年 1 月 31 日） 
(73) 「北海道電力、東北電力、関西電力、四国電力及び九州電力による電気料金値上げ後のフォローアッ

プに関する消費者委員会意見について」（平成 29 年 4 月 18 日） 
(74) 「消費者基本計画工程表の改定素案（平成 29 年 4 月）に対する意見」（平成 29 年 5 月 23 日） 
(75) 「電力・ガス小売自由化に関する課題についての消費者委員会意見」（平成 29 年 5 月 23 日） 
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(76) 「不動産特定共同事業法に基づく小規模不動産特定共同事業に対する意見」  
     (平成 29 年 8 月 3 日) 
(77) 「事故情報の更なる活用に向けた提言」(平成 29 年 8 月 8 日) 
(78) 「関西電力による高浜原子力発電所３・４号機の再稼働に伴う電気料金値下げ後のフォローアップ 
  に関する消費者委員会意見」(平成 29 年 8 月 22 日) 
(79) 「消費者行政における執行力の充実に関する提言～地方における特商法の執行力の充実に向けて～」 
   (平成 29 年 8 月 29 日) 
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 (1) 「不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等

の違反行為に対する措置の在り方について（答申）」（平成 26 年 6 月 10 日） 
(2) 「消費者契約法の規律の在り方について（一次答申）」（平成 28 年 1 月 7 日） 
(3) 「特定商取引法の規律の在り方について（答申）」（平成 28 年 1 月 7 日） 
(4) 「電力託送料金の査定方法等に関する答申」（平成 28 年 7 月 26 日） 
(5) 「消費者契約法の規律の在り方について（二次答申）」（平成 29 年 8 月 8 日） 

答申（設置法第６条第２項第２号の規定に基づくもの）５件 
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☆会議開催案内などの新着情報をいち早くお届けします！

⇒ホームページへの掲載直後にメールを配信いたします。

⇒届いたメールの内容があなたの気になる情報か、ひと目でわかる

タイトルでお届けします。

トップページのリンクをクリックし、
「消費者委員会メールマガジンの御案内」
ページから配信登録ができます。

▼消費者委員会ホームページ

http://www.cao.go.jp/consumer/

こちらのQRコードから消費者委員会

ホームページにアクセスできます。

消費者委員会事務局 お問い合わせ先

〒100－8970 東京都千代田区霞が関３－１－１ 中央合同庁舎４号館８階

メールタイトルでは、以下のようなイメージで、発信情報を

わかりやすくお知らせします。

【開催案内】配信の例

48

参考資料４



消
費
者
行
政

に
お
け
る
執

行
力

の
充

実
に
関

す
る
提

言
の

概
要

～
地
方
に
お
け
る
特

商
法

の
執

行
力

の
充

実
に
向
け
て
～

平
成

2
9
年

８
月

消
費

者
委

員
会

49

参
考
資
料
５



目
次

第
１

現
状
と
課
題
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

第
２

提
言
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

第
３

今
後
に
向
け
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６

50



●
取
引
類

型
別
の
消

費
生

活
相

談
件

数
特

商
法

の
規

制
対
象

で
あ

る
取
引
類
型
に
関
す
る
消
費
生
活

相
談

の
件
数

は
、
通
信

販
売

が
最
も
多
く
、
次
い
で
訪
問
販
売
、

電
話

勧
誘
販

売
。

（
備

考
）

１
PI
O
-N
E
Tデ

ー
タ
に

よ
り
当

委
員
会

作
成

。
デ

ー
タ
は
平
成
29
年
３
月

31
日
ま
で
の
受
付
、
同
年
７
月
31

日
ま

で
の
登

録
分
で

、
平
成

27
年

度
以
降

受
付

分
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
か
ら
の
経
由
相
談
を
含
ま
ず

（
訪

問
購
入

に
関
す

る
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談

は
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成

25
年

２
月

21
日
以
降
受
付
分
よ
り
収
集
）
。

２
「

特
定

継
続
的

役
務
提

供
」
は

「
エ

ス
テ

テ
ィ

ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
」
、
「
外
国
語
・
会
話
教
室
」
、
「
家
庭

教
師

」
、
「

学
習
塾

」
、
「

パ
ソ
コ

ン
・

ワ
ー

プ
ロ
教
室
」
、
「
結
婚
相
手
紹
介
サ
ー
ビ
ス
」
に
関
す
る
相

談
の

合
計
件

数
。
「

業
務
提

供
誘
引

販
売

取
引

」
は
「
内
職
・
副
業
（
「
ネ
ズ
ミ
講
」
を
除
く
。
）
」
、

「
モ

ニ
タ
ー

商
法
」

に
関
す

る
相
談

の
合

計
件

数
。

３
１
つ
の

消
費

生
活

相
談

が
複

数
の

取
引
類

型
に
重
複
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

第
１

現
状
と
課

題
１

●
消
費
生

活
相
談
件

数
消

費
者
か

ら
寄
せ
ら
れ
る
消
費
生
活
相
談
の

件
数
は

、
お

お
む

ね
横

ば
い
。

（
備

考
）

１
PI
O
-N
E
Tデ

ー
タ
に

よ
り
当

委
員
会
作
成
。
デ
ー
タ
は
平
成
29
年

３
月

31
日

ま
で

の
受

付
、

同
年

７
月

31
日

ま
で

の
登
録

分
で
、
平
成
27
年
度
以
降
受
付
分
は
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー

等
か

ら
の

経
由
相

談
を
含

ま
ず
。

２
PI
O
-N
E
T（

パ
イ
オ

ネ
ッ
ト

：
全
国
消
費
生
活
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
）

と
は

、
国

民
生

活
セ
ン
タ

ー
と

全
国
の

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
を
オ
ン
ラ
イ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
で

結
び

、
消

費
生

活
に
関

す
る

相
談
情

報
を
蓄
積
し
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。

１
現
状

8
9
7
,4

52
 

8
8
4
,3

18
 

8
6
1
,3

59
 

9
4
0
,2

80
 

9
6
0
,5

54
 

9
2
9
,8

66
 

8
8
9
,7

24
 

0

50
0,

00
0

1,
00

0,
0
00

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

H
28

（
件
）

（
年

度
）

（
件

）

2
2
4
,6

7
5
 

2
5
0
,3

1
2
 

2
2
0
,2

9
1
 

2
5
0
,9

4
9
 

2
6
7
,1

9
4
 

2
5
1
,2

8
0
 

2
4
8
,1

0
2
 

9
8
,9

7
2
 

9
7
,2

5
0
 

9
2
,1

3
0
 

9
1
,3

1
4
 

8
9
,7

4
3
 

8
5
,1

8
7
 

8
0
,8

2
4
 

6
4
,2

0
7
 

6
9
,8

7
4
 

8
0
,1

4
8
 

1
0
2
,5

1
3
 

9
1
,5

8
2
 

7
9
,7

6
9
 

6
9
,0

7
5
 

1
6
,4

2
9
 

1
4
,6

0
9
 

1
4
,2

4
9
 

1
5
,4

1
8
 

1
4
,5

7
6
 

1
3
,8

2
5
 

1
2
,9

9
4
 

1
1
,6

3
6
 

1
0
,2

3
9
 

1
0
,1

8
5
 

1
0
,0

3
3
 

1
1
,9

1
4
 

1
1
,5

1
3
 

1
1
,3

5
5
 

6
8
4
 

7
,3

0
6
 

7
,9

4
2
 

8
,6

1
7
 

8
,6

5
1
 

6
,3

6
3
 

4
,8

5
8
 

4
,2

0
5
 

3
,9

0
8
 

4
,2

9
3
 

5
,0

7
7
 

5
,3

0
4
 

0

2
0,

0
00

1
50

,0
0
0

3
00

,0
0
0

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

通
信
販
売
（
架
空
請
求
を
除
く
。
）

訪
問
販
売

電
話
勧
誘
販
売

特
定
継
続
的
役
務
提
供

連
鎖
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第
１

現
状
と
課

題
２

●
国
・

都
道
府
県
別

執
行

件
数

全
体
の

執
行

件
数
は
平
成
22
年
度
を
ピ
ー
ク

に
減
少

。
特
に
都

道
府

県
で

減
少
幅
は

大
き

く
、
都
道
府
県
に
よ
り
執
行
件

数
に

差
異
。

※
件

数
は
業

務
停
止

命
令
及

び
指
示

処
分
の

合
計
値

都
道

府
県

別
行

政
処
分
件
数
の
累
計
（
平
成
８
年

度
～
平

成
28
年

度
）

特
商

法
に
基

づ
く
行

政
処
分
件
数
の
推
移

年
度

H
8

H
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1
0
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0
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栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県
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（
２
）
悪

質
事
業
者

へ
の

対
応

近
年

、
事
業

者
の
手

口
が
複
雑
化
・
巧
妙
化
し
て
お
り
、

次
々

と
法
人

を
立
ち
上

げ
て
違
反
行
為
を
行
っ
て
い
る
よ

う
な

事
案
や

、
立
入
検

査
・
物
証
収
集
が
困
難
な
事
案
が

見
ら

れ
、
調

査
業
務
の

困
難
さ
が
増
大
。

第
１

現
状
と
課

題
３

（
１
）
執

行
体
制

多
く

の
都
道

府
県
に
お
い
て
、
消
費
者
行

政
担

当
職

員
は

複
数
の
業

務
を
兼
務
し
、
体
制
へ
の
不
安
を

抱
え
、

執
行

ノ
ウ
ハ
ウ

の
蓄
積
に
苦
慮
。

【
平
成
2
7
年
度

都
道
府
県
別
執
行
件
数
と
特
商
法

職
員
数
】

(
３

)国
と

都
道
府
県

の
連

携
及

び
役

割
分

担
特

商
法

の
執

行
は

、
国

（消
費
者
庁
及
び
各
経
済
産
業

局
）
の

ほ
か

都
道

府
県

が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

※
処
分
の
対
象
と
な
る
違
反
行
為
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
で
行
わ
れ
た

も
の
に
限
ら
れ
る
も
の
の
、
取
引
の
公
正
や
購
入
者
等
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お

そ
れ
の
認
定
に
際
し
、
共
同
し
て
調
査
を
行
っ
た
他
の
都
道
府
県
に
お
け
る
被

害
状
況
等
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
課
題

都
道

府
県

・
一

の
都

道
府

県
の

区
域
内
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
執
行

・
処

分
の

効
果

は
当

該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
限
定

国 ・
二

以
上

の
都

道
府

県
の
区
域
に
わ
た
る
事
案
に
つ
い
て

特
に
必

要
と
認

め
る
場

合
等
に
執
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い

・
処

分
の

効
果

は
全

国
に
及
ぶ

被
害

が
複
数

の
都
道
府

県
の
区
域
に
わ
た
る
個
々
の
事

案
に

つ
い
て

、
都

道
府

県
と
国
の
い
ず
れ
が
対
処
す
べ

き
か
が

必
ず

し
も
明
確

で
は
な
い
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マ
ニ
ュ
ア
ル
化
・デ

ー
タ

ベ
ー
ス
化

し
、
国

と
都
道

府
県

で
共
有

４
第

２
提

言

１
執
行
体
制
に
係
る
課
題
へ
の
対
応

（
１
）

執
行
ノ
ウ
ハ

ウ
の

整
備

・
共

有

（
３
）

警
察

関
係
者

等
の

専
門

性
を
有

す
る
非
常
勤

職
員
の

関
与
の

拡
大

（
４
）

官
民
連
携
に
よ
る
執

行
体

制
の

充
実
、
専

門
人
材
と
の
連
携

国
の

執
行
ノ
ウ
ハ
ウ

・
法

令
解

釈
・
調

査
手

続
・
訴

訟
リ
ス
ク
へ
の
対
応

＋
実

践
的

な
研

修

警
察

関
係

者
～

公
務

員
と
し
て
任

用
〈
警
察
官
Ｏ
Ｂ
（
非
常
勤
職
員
）
〉

○
犯

罪
捜

査
に
お
け
る
被
害
者
取
調
べ
、
被
疑

者
取
調

べ
、

捜
索

差
押
え
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有

す
る

→
執
行

業
務

に
お
け
る
消

費
者

聴
取
、
立
入

検
査
等

を
効

果
的

に
実

施
す
る
上
で
極
め
て
有
益

！
継
続

的
な
人

材
確
保
体
制
の
構
築
・増

員
！

常
勤

職
員

と
同
等
の
服
務
規
定
等
の
ル

ー
ル

化
！

専
門

性
・
業

務
内
容
の
特
殊
性
に
応
じ
た
報

酬
設
定

官
民

連
携

～
契
約
等
に
よ
る
連

携
〈
弁
護
士
等
（
法
律
相
談
）
〉

○
事

実
認

定
・
法

令
解

釈
の

専
門
的
知
識
を
有
し
て
い
る

○
行

政
処

分
に
対

す
る
訴

訟
事
案
へ
の
対
応

！
常

勤
・
非

常
勤
公

務
員
と
し
て
の
任
用
の
検
討

〈
公
認
会
計
士
、
建
築
士
等
〉

○
個

別
事

案
ご
と
の

連
携

〈
適
格
消
費
者
団
体
等
〉

○
事

業
者

情
報

・
消

費
者
被

害
情
報
の
提
供
等

特
商

法
の

執
行

業
務
（
消
費
者
か
ら
の
被
害
聴

取
、
内
偵

調
査
、
立

入
検
査

等
）＝

通
常

の
行
政
事
務
と
性
質
が
異
な
る
、
専
門

的
な
能

力
・
経
験

が
求
め
ら
れ
る

執
行

業
務
の
特
殊
性
・
専
門
性
を
踏
ま
え

（
２
）

執
行

業
務

に
携

わ
る
職

員
の

地
位

の
明

確
化

位
置
付
け
の
明
確
化

（
例
）
「
執
行
専
門
官
」
等
の
職
名

対
外
的
な
職
権
の
明
示

本
来

的
に
は

、
複

数
の
職
員
が
チ
ー
ム
を
組
み

、
実

際
に
執

行
業

務
を
行
う
中
で
知
識
・
経
験
を
習
得
、
伝

達
す

る
こ
と
が

望
ま
し
い

職
員

数
が

少
な
い
、
調
査
・
執
行
の
実
績
が
少
な
い
都

道
府

県
が

み
ら
れ

る
→
執

行
に
係

る
ノ
ウ
ハ

ウ
の
伝
達
・蓄

積
が

難
し
い

54



（
４
）

国
と
地
方
の
処
分

権
限

の
考

え
方

の
周

知

国
と
都

道
府

県
の

両
方
が
特
商
法
に
基
づ
く
処
分
権
限

を
持

つ
こ
と
の

考
え
方

の
周
知

５
第

２
提

言

２
悪
質
事
業
者
へ
の
対
応

（
１
）

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の

役
割

の
重
要
性
の
高
ま
り

・
法

執
行

を
念
頭
に
置
い
た
相
談
対
応

行
政

処
分

を
意
識
し
た
相
談
対
応
、
行
政

機
関

に
よ
る
消

費
者
聴

取
の
協

力
要
請

・
P

IO
-
N

E
T
入
力
の
工
夫

特
商

法
の

法
律
用
語
を

P
IO

-
N

E
T
の
入
力

キ
ー
ワ
ー
ド
に
取
り
込

み
、
検

索
の

利
便
性

を
向
上

・
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
と
執
行
部
局
と
の

情
報
連

携
の
仕

組
み
の

構
築

（
２
）

特
商
法
執
行

ネ
ッ
ト
の

充
実

役
員

・
関

係
者

情
報
な
ど
、
入
力
内
容
を
充

実
さ
せ

、
一

層
の

活
用

を
図

る

（
３
）

関
連
先
へ
の

資
料

提
供

要
求

権
の
活
用

事
業

者
の

関
連

先
へ
の
資
料
提
供
要
求
規

定
（
特
商

法
第

6
6
条

第
３
項

）
の
周
知

（
４
）

消
費
者
か
ら
の
情

報
収

集
法

令
違

反
に
当

た
る
事
例
を
消
費
者
へ
情
報
提
供
、
消
費

者
に
よ
る
情

報
提

供
の

重
要
性
を
相
談
員
へ
周
知

３
国
と
都
道
府
県
の
連
携
及
び
役
割
分
担

（
３
）

都
道
府
県
の
立

入
検

査
等

へ
の

支
援

国
が

立
入

検
査

を
行
う
際
に
、
対
象
事
業
所
の
存
す
る

都
道

府
県

に
協

力
を
要
請
し
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
・経

験
の

蓄
積

を
図

る

（
１
）

近
隣
都
道
府

県
及

び
国

と
の

連
携

広
域

的
な
連

絡
会
議
を
ベ
ー
ス
に
し
た
緊
密

な
情
報

交
換
、

複
数
都

道
府

県
に
よ
る
同
時
処
分
、
処
分
の
効

果
が
全

国
に

及
ぶ
国

と
の

共
同
処
分

（
２
）

被
害
が
広
域

に
及

ぶ
事

案
に
お
け
る
役
割
分

担

国
と
都

道
府

県
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
の
基

本
的
な
考
え

方
を
明

示
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２
悪
質
事
業
者
に
対

す
る
制

度
的

対
応

・
こ
れ

ま
で
は

、
処
分
を
受
け
た
事
業
者
が
法
人
の
作

り
替

え
等

に
よ
り
違

反
行

為
を
繰
り
返

す
事
案
が
見
ら
れ
て
い
た
。

・
平

成
2
8
年

の
法
改

正
で
、
事
業
者
が
次
々
と
法
人

を
立

ち
上
げ
て
実

質
的

に
業

務
を
継
続

す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。

・
今
後

、
法
の

着
実
な
運
用
に
よ
り
対
処
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
引
き
続

き
法

の
実

効
性
に
つ
い
て
注
視
し
て
い
く
べ
き
。

第
３

今
後
に

向
け

て
６

１
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の

行
政

処
分

の
実
行

・
事
案

に
よ
り
、
行

政
指
導
と
行
政
処
分
の
い
ず
れ

に
よ
る
か

の
方
針

を
、
調

査
の

適
切
な
段
階

で
決
定
す
る
こ
と
が
重
要
。

・
悪

質
性
の

高
い
、
ま
た
深
刻
な
被
害
が
生
じ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
事
案

に
対

し
て
は

、
行
政

指
導
で
は
な
く
行
政
処
分
に
よ
り
対
処
す

べ
き
。

・
調

査
の
過

程
で
そ
の

方
針
を
柔
軟
に
転
換
す
べ

き
場

合
が
あ
る
こ
と
に
も
留

意
す
べ

き
。

３
警
察
と
の
連
携

強
化

・
犯

罪
の

疑
い
の

あ
る
事
案
に
つ
い
て
、
手
続
の
重

複
を
回
避

し
、
迅
速

か
つ
効

果
的
に
消
費

者
被
害
の
拡
大
・再

発
防
止
を
図
る
観

点
か

ら
、
今

後
、
行
政
機
関
と
警
察
と
の
更
に
一

歩
踏
み

出
し
た
緊
密

な
連

携
の
可

能
性
を
模

索
す
る
こ
と
も
有
用
。

・
手

続
保
障

に
配

慮
し
つ
つ
、
行
政
目
的
で
収
集
し
た
証

拠
資
料

の
刑
事

手
続
に
お
け
る
利
用

や
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
得
ら
れ
た
証

拠
資

料
の

行
政

手
続

に
お
け
る
利
用
に
つ
い
て
、
必

要
に
応

じ
、
検
討

し
て
い
く
こ
と
も
考

え
ら
れ

る
。

４
職
員
の
専
門
性

の
充

実

・
悪

質
事

業
者

の
一

掃
を
目
指
す
専
門
職
員
の

配
置
等

に
よ
る
行

政
体
制

の
強
化

に
期

待
。

・
警

察
官

Ｏ
Ｂ
の

任
用

や
官
民
連
携
に
よ
る
専
門

人
材
の

活
用
、
行

政
職
員

の
専
門
能

力
向

上
が
執
行
力
向
上
に
不
可
欠
。

・
業

務
の
特

殊
性

を
踏

ま
え
た
、
研
修
、
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
等

の
職

員
育
成

の
仕
組

み
の
必

要
性
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
べ
き
。

・
国

は
地
方

自
治

体
が

担
う
消
費
者
行
政
の
重
要

性
に
つ
い
て
積

極
的
に
説

明
す
る
こ
と
が
必

要
。
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